
(根拠条文)

代替案

（遵守費用）
   国の通達による行政指導を受けて対策に取り組む事業者に
あっては、次の費用が発生する。
　・換気装置（数十万円～）の設置
　・作業環境測定の実施（年間数万円～）

（行政費用）    国の通達による行政指導は法的強制力がないため、本規制と
同等の実効性を確保するためには、指導のための人員等をより
多く要することとなる可能性が高い。

（その他の社会的費用）
　 国の通達による行政指導は法的強制力がないため、財政基盤
が十分でない中小企業等をはじめとした多くの企業で、的確な対
策が普及せず、そのため職業性がんの発症により、労働者災害
補償保険法に基づく保険給付は、設備の密閉化等に関して対策
をとっていない現状とほぼ同程度生じることとなる。

規制影響分析書要旨
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労働基準局安全衛生部化学物質対策課

 -

ホルムアルデヒドに係る労働者の健康障害防止対策のための規制強化規制の名称

   本規制により、事業者に新たな措置を義務付けることに伴い発
生する主要な費用は、以下のとおりである。
　・換気装置（数十万円～）の設置
　・作業環境測定の実施（年間数万円～）

  本規制の新設により、国において、費用、人員等の増減はない。

   ホルムアルデヒドによる職業性のがん等の発症を防止することを
通じ、労働者災害補償保険法による保険給付が生じることを防止
することができる。

新設・改廃する規制案

想定される代替案

想定される費用

平成１９年１０月

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第１４条、第３１条の２、第６５条第１項、第６６条第２項前段及び第１１３条

　国の通達による設備の密閉化又は局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置、作業環境測定の実施等の措置の指導

規制の新設・改廃の内容・目的 　 労働者のホルムアルデヒドばく露防止対策を充実するため、現在労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）（以下「令」と
いう。）別表第３第３号に掲げる特定化学物質（第３類物質）に指定しているホルムアルデヒドを、令別表第３第２号に掲げる特定化学
物質（第２類物質）に指定し直す。これにより、事業者に、既に義務づけている作業主任者の選任、大量漏洩を防止するため措置等に
加えて、新たに、設備の密閉化又は局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置（動力により一定方向の流れをもつ吹出し、吸込
み気流を形成し、有害なガス等の飛散を抑制する設備）の設置、作業環境測定の実施等の措置を義務付けるもの（以下「本規制」と
いう。）である。

評価実施時期



代替案

(労働者への便益) 　国の通達による行政指導は法的強制力がないため、財政基盤
が十分でない中小企業等をはじめとした多くの企業で、的確な対
策が普及せず、そのため、労働者に職業性がんが発症するおそ
れは、設備の密閉化等に関して対策をとっていない現状とほとん
ど変わらない。

(事業者への便益)   国の通達による行政指導は法的強制力がないため、財政基盤
が十分でない中小企業等をはじめとした多くの企業で、的確な対
策が普及せず、そのため職業性がんの発症により、労働者災害
補償保険法に基づく保険給付は、設備の密閉化等に関して対策
をとっていない現状とほぼ同程度生じ、事業者の保険料負担は
ほとんど減少しない。

想定される便益

　ホルムアルデヒドのばく露の防止により、がん等の発症による健
康障害を防止することができる。

　ホルムアルデヒドによる職業性がん等の発症を防止することによ
り、事業者としての労働者の健康確保対策に資するものである。

新設・改廃する規制案

備考

一定期間経過後の見直し（レ
ビュー）を行う時期又は条件 　国際機関等における発がん性等の評価の見直し、ホルムアルデヒドによる労働災害の多発等の場合において、見直しを行う。

   労働者の保護のため、ベンゼン等他の発がん性物質に対しても本規制と同様の規制を課し健康障害の防止を図っており、また、今
般のホルムアルデヒドについて特別に過重な規制をするものではないことから、事業者の費用負担の増を考慮しても、必要なばく露
防止対策を求めるのは妥当と考えられる。
　本規制との比較に関して、代替案（国の通達による行政指導）は法的強制力がないため、財政基盤が十分でない中小企業等をはじ
めとした多くの企業で、的確な対策が普及せず、そのため、職業性がん等の発症防止及び労働者災害補償保険法による保険給付が
生じることの防止が十分には達成できないと考えられる。
　ホルムアルデヒドによる労働者の健康障害は重篤なものであり、全ての企業において必要なばく露防止対策の措置が行われるべき
ことから、全ての事業者に当該措置を履行させるため、通達による指導（代替案）でなく、法的強制力をもつ本案を採用すべきである。

　 「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会」（座長：櫻井治彦中央労働災害防止協会労働衛生調査分析セ
ンター所長）の「平成１８年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書」では、以下のとおり報告されて
いる。
　【概要】
　　ホルムアルデヒドについては、多くの事業場において、ばく露限界値を超えるばく　露が見られたため、密閉化、局所排気装置等の
設置等とともに、作業環境測定の実施　等により、適切な作業環境の管理が必要と考える。国は、そのための関係法令の整備　（労
働安全衛生法施行令別表第３の第２類物質とすること）を検討すべきである。

参考：厚生労働省ホームページ
　　　　　http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0406-4.html
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